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◎ 政治家に対し、寄付を出すように勧誘や要求することは禁じられています。

◎竹内靖人　○野村昌平　岡田康弘　川端恵美子
　　近藤吉一郎　田口慎一郎　村田隆男　吉田耕造　

　

今
期
定
例
会
に
お
い
て
、
当
委
員
会

 

◎末永弘之　○吉田耕造　秋久憲司　秋山幸則
　　岡田康弘　北本周作　田口慎一郎　西野修平　
　原　行則　　　　　　　　　　　　　　　　

任
意
の
委
員
会
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、

平
成
十
七
年
五
月
臨
時
会
に
お
い
て
、

委
員
会
条
例
に
基
づ
く
正
式
な
委
員
会

と
し
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
委
員
会
の
主
な
活
動
は
、
年
四
回

開
か
れ
る
定
例
会
や
、
二
年
ご
と
に
開

か
れ
る
臨
時
議
会
の
議
会
だ
よ
り
の
企

画
・
編
集
・
発
行
や
、
市
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
運
営
、
議
会
広
報
活
動
の
研

究
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
に
つ
い
て
の
論
議

の
模
様
を
、
議
員
み
ず
か
ら
の
手
作
り

で
作
成
し
、
わ
か
り
や
す
く
、
読
み
や

す
く
、
親
し
み
や
す
い
も
の
と
な
る
よ

う
工
夫
し
、
表
紙
の
写
真
に
つ
い
て
は
、

市
内
の
公
立
保
育
所
、
公
立
幼
稚
園
に

通
園
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
顔
を
使

用
し
て
お
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
少
し

で
も
見
て
い
た
だ
け
る
、
そ
し
て
喜
ん

で
い
た
だ
け
る
議
会
だ
よ
り
の
作
成
を

目
指
し
、
日
々
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
市
民
の
皆
様
の
議
会
だ

よ
り
へ
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

吉田　田口　村田　岡田
近藤　竹内（靖）　野村　川端

原　秋久　岡田　北本　西野
秋山　末永　吉田　田口

に
付
託
さ
れ
た
議
案
五
件
、
請
願
二
件

に
つ
い
て
審
査
し
た
。
議
案
五
件
は
原

案
の
と
お
り
可
決
し
、
請
願
第
一
号
は

採
択
、
継
続
審
査
中
の
請
願
平
成
十
九

年
度
第
十
三
号
は
継
続
審
査
と
決
し
た
。

　

議
案
第
八
号
に
つ
い
て
、
市
営
住
宅

の
火
災
報
知
器
設
置
や
、
鶴
山
公
園
東

側
斜
面
の
樹
木
処
理
、
道
路
新
設
改
良

事
業
な
ど
、
多
く
の
要
望
に
応
え
ら
れ

る
見
通
し
が
示
さ
れ
、
地
域
へ
の
経
済

対
策
と
し
て
、
早
期
に
執
行
し
、
有
効

な
活
用
と
す
る
要
望
を
付
し
、
全
員
一

致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た
。

　

請
願
第
一
号
に
つ
い
て
、
県
と
の
協

議
に
最
大
限
の
努
力
を
続
け
、
利
用
者

負
担
や
経
営
方
式
の
検
討
な
ど
種
々
論

議
が
な
さ
れ
、
裁
決
の
結
果
、
賛
成
多

数
で
採
択
と
決
し
た
。

　

報
告
事
項
と
し
て
、
空
港
津
山
道
路

の
進
捗
状
況
、
都
市
計
画
の
見
直
し
、

都
市
計
画
用
途
地
域
に
つ
い
て
等
の
報

告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
津
山
市
の
水
道

事
業
に
つ
い
て
概
要
説
明
と
津
山
市
水

道
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。
　

当
委
員
会
は
、
平
成
十
年
三
月
議
会

よ
り
、
各
会
派
か
ら
の
代
表
者
に
よ
る


